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経 済論 叢(京 都大学)第154巻 第4号,1994年10月

ア メ リ.カにお け る概 念 フ レー ム.ワー クの

現 状 と会 計 規 制 の動 向 串

藤 井 秀 樹

1は じ め に

現 在,世 界 各 国(と りわ け先 進諸 国)の 財務 会 計 制度 は ,き わ めて大 きな 変

化 の波 に洗わ れ てい る。 この波 の1つ の起 点 を な してい る のが ,ア メ リカに お

ける概 念 フ レー ム ワー ク(ConceptualFramework)で あ る。 本稿 は,わ が 国

の財務 会 計 制度 にたい す る概念 フ レー ム ワー クの示唆 ない し影響 を さ ぐるた め

の準 備 作業 と して,当 該 フ レー ム ワー クの現状 を調査 研 究す る こ とを 目的 と し

て い る。

なお,ア メ リカ にお け る概念 フ レー ム ワー ク とい えば ,そ れ は,通 常,財 務

会 計 基準 審 議 会(FASB)に よ って 公表 され て きた 一 連 の財務 会 計概 念 ス テ ー

トメ ン ト(SFAC)を 意味 してい る。 しか し,本 稿で は考察 の対象 をSFAC

に限定せず.会 計基準の設定 ・運用 にかかわる制度的枠組や経済的諸関係 に も

言及 しなが ら,当 該 フレームワークの現状 を鳥瞰的に素描 してみたい と思 う
。

IIプ ラ イベ ー ト ・セ ク ターに お け る独 立機 関 と してのFASB

FASBは 、 プ ラ イベ ー ト ・セ ク ター にお け る独 立 機 関 と して
,1972年 に設

立 され,翌1973年 に活 動 を 開 始 した。FASBが ,プ ラ イベ ー ト ・セ ク ター と

して設立 され たの は ,ア メ ワカにお け る私 的会 計規 制 の伝 統 を継承 した もので

*本 稿 は,日 本会計研 究学 会特 別委 員会(委 員長 ・安藤 英義 一橋大学教 授)の 平成6年 度 中間報

告 「会計 フ レーム ワー クと会計 基準」1994年6月2日 の筆者 担当稿 に加 筆 した もので ある
。
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あ り,独 立 機 関 と して設 立 され たの は,そ の前 身で あ る会計 原則 審 議 会

(APB)の 失敗 を教訓化 した ものであったn。 ロ

ASOBAT(ア メ リカ会 計学 会 『基礎 的会 計 理 論 に関す る報 告 書』1966年)

の公 表か ら1970年 代 にい た る ア メ リカ会 計界 は,合 併 会 計 基準 設定 をめ ぐる空

前 の企 業 ロ ビイ ン グとAPBの 敗 北(1969-70年)に よ って象 徴 され る混 乱 と

動 揺 の 時 代 を 迎 え た。 い わ ゆ る 「会 計 の 政 治 化 」(Politicizationof

Accounting)時 代 の幕 開 けで あ る2,。か か る時 代状 況 を背景 と しなが ら,パ ブ

リ ック ・セ ク ター に よ る直 接 的 な会計 規 制 の可 能性 が急 速 に 浮上 した の で あ る。

FASBの 設 立 は,パ ブ リッ ク ・セ ク ター のか か る動 向 に た い す る プ ラ イ

ベ ー ト ・セ ク ター側 の 「自守 防衛 」 策 と して の意 味 を有 す る もの で あ った。 つ

ま り,FASBの 設 立 に よっ て,ア メ リカ会計 界 は,私 的 会 計 規 制 の伝 統 をか

ろ う じて 「防衛 」 す る こ とが で きたの で あ る。FASBが 「プ ラ イベ ー ト ・セ

ク ターの最 後 の砦 」3}と称 さ れ るゆ えんで あ る。

さ ら にま た,FASBの 設 立 に あ た って は,支 援 ・監 督 組織 の 大 幅 な多 様 化

が 図 られ た。FASBの 前 身 であ るAPBは ア メ リカ公 認 会計 士協 会 の下 部組 織

として設 立 ・運営 され て きたた め に,会 計 基準 設 定機 関 としてのAPBの 「独

立 性 」 に対 して は,疑 義 ・批 判 が 断 続 的 に 提 起 さ れ て き た の で あ った㌔

FASBの 支 援 ・監 督組 織 の 多 様化 は,か か る疑義 ・批 判 の解 消 を主 た る 目的

と した もので あ った。 支援 ・監 督 組織 の 多様 化 に よ って,FASBの 「独 立性 」

1)以 下 の 叙 述 は,P.B.W,MillerandR,」.Redd'ng,TheFASB:ThePeople,theProcessandthe

P・'擢`S2口dEd.,Irwin,1988,p.9∈ ヒs.,高 橋 治 彦 訳 『財 務 会 計 基 準 審 議 会 一 そ の 政 治 的 メ カ

ニ ズ ム ー 』 同 文 舘,1989年,21ペ ー ジ 以 下;P.Gore,TheFASBConceptualFrameworkPro-

ject1973-1985:AnAnalyses,ManchesterUniversityPress,1992,PP.6-27;津 守 常 弘 「会 計 基

準 設 定 の 現 代 的 特 徴 と 方 向(二 ・完)」 『会 計 』 第133巻 第2号,1988年2月,91ペ ー ジ 以 下 を 要

約 し た も の で あ る 。

2)D.Solomons,"ThePoliticizationofAccounting.:TheImpactofPoliticsonAccounting

Standards",TheJournalofAccountancy,Vol.146,No,5,November1978,pp.65-72.

3)津 守 常 弘 「FASB『 基 礎 的 概 念 構 造 プ ロ ジ ェ ク ト」 の 到 達 点 と 問 題 点 」 『企 業 会 計 』 第37巻 第

ll号,1985年11月,9ベ ー ジ 。

4)津 守 常 弘 「ア メ リ カ に お け る 『会 計 的 支 配 機 構 」 批 判 の 展 開 と そ の 意 義 〔一 〉 一 メ トカ ー フ

委 員 会 報 告 を 中 心 と し て 一 」r会 計 』 第115巻 第1号,!979年1月,85-9ユ ペ ー ジ 。
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は,APBの そ れ に較 べ る と(少 な く とも制度 上 は),格 段 に強 化 さ れ る こ とに

な った 。 ち なみ に,FASBの 主 た る 支援 ・監 督 組織 と して 財務 会 計財 団 お よ

び財 務 会計 基 準諮 問委 員会 が あ り,さ らに財 務会 計財 団 は8つ の 関連 団体(ア

メ リカ公認 会 計士 協 会 ,ア メ リカ会計学 会,投 資 管理 ・研 究 調査 協 会,財 務 担

当重 役協 会,全 米 経理 担 当者 協 会,証 券 業協 会,政 府 財 政担 当官 協 会 ,全 米 州

監 査 人 ・検査 官 ・経 理 担 当官 協 会)に よ って構成 され て い る。

「会計 の政 治 化」 の さ らな る進 展 の もとで,1970年 代 の後 半 には公 的 会計 規

制 の 強 化 を指 向 す る議 会 で の 動 き(た とえば,下 院 へのMoss報 告 書 の提 出 ,

上 院 へ のMetcalf報 告 書 の提 出)が あ い つ い だ が,あ たか も これ に対 抗 す る

か の よ うに,FASBは 活発 な 会計 基 準 設 定 活 動 を展 開 した。 そ の 結 果 ,1978

年 か ら1982年 まで のわ ず か5年 間 に,51種 類 の財 務 会 計 基準 書(SFAS)が 設

定 され る こ とにな った 。 この数 は,1973年 か ら1993年 まで に設 定 され たSFAS

(117種 類)の4割 強 に相 当 す る5}。1978年 か ら1985年 にか けて の概 念 フ レー ム

ワー ク(SFAC)の 公表 も,FASBの こ う した活 発 な会 計 基準 設 定活 動 の時期

と重 な ってい る。 あ とでふ れ る よ うに,会 計 の政 治化 を克服 す るた め に は,会

計 基準 設 定 方式 を従 来 の ピース ミール ・ア プ ロー チか ら概 念 的 ア プ ロー チ に転

換 す るこ とが必要 とされた ので あ り,概 念 フ レー ム ワー クは,か か る転 換 を方

向づ け るた めの指 導 原 理的 指針 と して 設定 された の であ った。

III概 念 フ レーム ワー クの概 要

以 下 で は,主 た る論 点 に ま とを しぼ りなが ら,概 念 フ レー ム ワー クの概 要 を

整理 して い くこ とに した い 。 な お,SFACか らの 引用 につ い て は ,ス テー ト

メ ン ト号 数 およ びパ ラ グラ フ番号 等 の か っ こ書 き によ って ,そ の 出所 を示す こ

とに す る。

5)た と え ば,広 瀬 義 州 「FASB会 計 基 準 の 設 定 機 構 と設 定 プ ロ セ ス 」 『JICPAジ ャー ナ ル 』 第

436号,1991年11月.60ペ ー ジ;菊 谷 正 人 「国 際 会 計 の研 究 』 創 成 社 ,1994年,240-251ペ ー ジ を

参 照 さ れ た い。
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(1>概 念 フ レー ム ワー クの位 置づ・け と効 用

FASBに よれ ば,概 念 フ レー ム ワー ク とは,「 首 尾 一貫 した 基 準 を導 くこ と

が で き,ま た財務 会 計 お よ び財 務諸 表 の性 質,機 能,限 界 を規 定 す る相 互 に関

連 した諸 目的 と諸 原理 の整 合的 な体 系」6}であ り,会 計 上 の 「憲 法」ηと して位 置

づ け られ る もの で あ る。FASBは,概 念 フ レー ム ワー クの形 成 に よ って もた

らされ る 「効用 」(benefit)と して,以 下 の5点 を掲 げ てい る81。

(a>会 計 基準 設 定主 体 に とって指 針 とな る こ と。

(b)公 表 され た個 別 の 会 計基準 が 存在 しな い場 合 に,会 計上 の諸 問題 を解 決

す るため の準拠 枠 を提 供 す るこ と。

(c)財 務 諸表 の作 成 にか かわ る判 断 の許容 範 囲 を限 定す る こ と。

(d)財 務 諸表 にた いす る財務 諸 表 利用 者 の理解 と信 頼 を高 め る こ と。

(e)財 務諸 表 に含 まれ る情報 の比 較可 能性 を高 め る こ と。・

(2>概 念 フ レー ムワー クの構 成 と内容

FASBは これ まで6種 類(実 質 的 に は5種 類 〉のSFACを 公 表 して きた。 そ

の う ち,概 念 フ レー ム ワー ク の 根 幹 を構 成 して い る の は,SFAC第1号

(1978年),SFAC第2号(1980年),SFAC第5号(1984年),SFAC第6号

(1985年)の4つ で あ る。 各SFACの 内容 を要 約す れ ぼ,以 下 の とお りで あ る。

① 財務 報告 の 目的

SFAC第1号 で は,営 利 企 業 に お け る 「財 務 報 告 の 目的」 が 明 らか に さ れ

て い る。 同 ス テー トメ ン トに よれ ば,営 利 企 業 にお け る財 務 報 告 の 目的 は,

「現 在 お よび 将 来 の投 資 者,債 権 者,そ の他 の情 報 利 用者 が,合 理 的 な投 資,

与 信 お よ び これ に類 似 す る意 思 決 定 を お こな うの に有 用 な情 報 を提 供 す る」

6)FASB,ScopeandlmplicationsoftheConceptualFrameworkProject,FASB,1976,p.2,原 陽

一 訳 「概 念 的 枠 組 研 究 計 画 の 範 囲 と そ の 意 義 」 森 川 八 洲 男 監 訳r現 代 ア メ リ カ 会 計 の 基 礎 概 念

一FASB財 務 会 計 概 念 報 告 書 一 』 白桃 書 房
,1988年,5ペ ー ジ。

7)∬ う泓,p.2,同 上 監 訳 書,5ペ ー ジ。

8)伽4,PP,5-9,同 上 監 訳 書,10-16ペ ー ジ。
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(SFAC,No.1,par,34)こ とにあ る とされ て い る。す なわ ち,同 ス テ ー トメ

ン トに お い て は,情 報 の意 思 決定 一有 用性 を重 視 す る立場 か ら財 務 報告 の 目的

が規 定 され てい るので あ る。財 務 報告 の 目的 に関す るか か る アプ ロ ーチ は,一

般 に,「 意 思決 定 一有用 性 ア プ ロー チ」(Decision-UsefulnessApproach)と 呼

ばれ て い る9,。

② 会計情 報 の質 的特徴

SFAC第2号 で は,SFAC第1号 で 明 らか に され た財 務 報 告 の 目的 を達 成

す るの に必要 な 「会計 情報 の質 的特徴 」 が提 示 され て い る。 同ス テ ー トメ ン ト

に おい て提 示 され た会 計情 報 の質 的特 徴 は,目 的適合 性,信 頼性(以 上 は意 思

決定 に 固有 の基 本 的特徴),予 測 価 値,ブ イー ドバ ック価 値,適 時性(以 上 は

目的適 合性 の要 素),検 証 可 能性,表 現 の忠 実性(以 上 は信 頼性 の要素),中 立

性,比 較 可 能 性(以 上 は副 次 的か つ 相 互 作 用 的特 徴),重 要 性(識 閾),コ ス

ト ・ベ ネ フ ィ ッ ト(一 般 的制 約条 件),理 解 可 能性(情 報利 用者 に固有 の特徴)

で あ る。

以 上 の質 的特 徴 の うち,基 軸 的 な意 義 を有 す るの は,「 意 思 決 定 に固有 の基

本 的特 徴 」 として の 目的適 合 性 と信 頼性 で あ る。 同 ステ ー トメ ン トに よれ ぽ,

目的適 合性 と信 頼 性 は,以 下 のよ うな情 報 の能 力 また は特徴 をい う もの とされ

て い る。

(a)目 的適 合 性

情報 利 用者 が,過 去,現 在 お よび 将来 の事 象 の結 末 を予 測 し,あ るい は事

前 の期待 を確 認 また は訂 正す るの を支援 す る こ とに よ って,意 思決 定 に影

響 をお よぼす 情報 の能力(SFAC,No.2,glossaryofterms)

(b)信 頼'「生

情報 が 誤謬 や 偏向 をほ とん ど含 まず,ま た当該 情 報 が表現 しよ う と して い

9)AAA,CommitteeonConceptsandStandardsforExternalFinancialReports,Statementon

AccountingTheoryandTheoryAcceptance,AAA,1977,p、10ets.,染 谷 恭 次 郎 訳 『ア メ リ カ 会 、

計 学 会 ・会 計 理 論 及 び 理 論 承 認 」 国 元 書 房,1980年,22ペ ー ジ 以 下 を 参 照 せ よ 。
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る もの を忠 実 に表 現 してい る こ とを保 証 す る情報 の特 徴(SFAC,No.2,

glossaryofterms)

③ 財務 諸表 要 素 の定 義

SFAC第6号 で は,財 務 報 告 の有 用 性 に 焦 点 をあ て る立場 か ら,財 務 諸 表

の構 成要 素(以 下 た ん に 「財務 諸 表要 素 」 とい う)の 定義 が提 示 され てい る。

同 ス テー トメ ン トに おい て は,ま ず資 産 の 本質 が 「将 来の 経済 的便 益 」 と規定

され,当 該 本 質 を基 礎概 念 と しなが ら,そ の他 の財 務 諸表 要素 の定義 が 演繹 的

に導 きだ され て い る。 す なわ ち,同 ステー トメ ン トにおい て提 示 され た財務 諸

表 要 素 の定義 は,資 産(将 来 の経 済 的便益)→ 負 債(将 来 の資 産 の犠 牲)→ 持 分

また は正 味資 産(資 産か ら負債 を控 除 した あ との残余 権 益)→ 包 括 的 利益(持

分 の変 動)→ 収益 ・費 用 ・利 得 ・損 失(包 括 的利 益 の内訳 要 素)と い う体 系 を

構 成 してい るので あ る。

同 ステ ー ト.メン トにお いて提 示 され た 主 た る財 務 諸表要 素 の定義 は,以 下 の

とお りで あ る。

(司 資 産

過去 の取 引 また は事 象 の結 果 と して,特 定 の実 体 に よ って取得 また は 支配

され てい る,発 生 の可 能性 の高 い 将 来 の経 済 的便 益(SFAC,No.6,par.

25)

㈲ 負 債

過去 の取 引 また は事象 の結 果 と して,特 定 の実 体 が将 来他 の実体 に資 産 を

引渡 し,あ るい は用役 を提 供 す る現 在 の義 務 か ら生 じる,発 生 の可 能性 の

高い 将 来 の経済 的便 益 の犠 牲(SFAC,No.6,par.35)

(c)持 分

実体 の資産 か ら負債 を控 除 した あ との残 余権 益(SFAC,No,6,par.49)

(d)包 括 的利 益

出資 者 以外 の源 泉 か ら生 じる取引 その他 の事 象 お よび環 境 要 因 に よ る一期

間に おけ る営利 企 業 の持分 の変動(SFAC,No.6,par.70)
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(e>収 益

実 体 にお いて進 行 中の主要 また は中心 的 な営 業活動 を構 成す る財 貨 の引 渡

しまた は生 産,用 役 の提 供,あ るい はそ の他 の活動 か ら生 じる
,実 体 の資

産 の流 入 そ の他 の 増加 ま たは負 債 の 返 済(も し くは両者 の結 合)(SFAC
,

No.6,par.78)

(f)費 用

実体 に おい て進 行 中の 主要 また は中心 的 な営 業活動 を構成 す る財 貨 の引 渡

しま た は生 産,用 役 の提 供,あ るい はその他 の活動 か ら生 じる,実 体 の資

産 の流 出そ の他 の 費消 また は負 債 の発 生(も し くは両者 の結 合)(SFAC
,

No.6,par,80)

(9)利 得

実体 の周辺 的 また は付 随的 な取 引 お よびそ の他 のす べ て の取 引 な らび に そ

の他 の事 象 お よ び環 境 要 因か ら生 じる ,当 該 実体 に影 響 を与 え る持 分(正

味 資 産)の 増 加 で あ り,収 益 ま た は 所 有 者 に よ る投 資 を 除 い た も の

(SFAC,No.6,par.82)

(h)損 失

実体 の周 辺 的 また は付 随的 な取 引 お よ びその他 のすべ て の取 引 な らび にそ

の他 の事 象 お よび環 境要 因 か ら生 じる ,当 該実 体 に影 響 を与 える持 分(正

味 資 産)の 減 少 で あ り,費 用 ま た は 所 有 者 へ の 分 配 を 除 い た も の

(SFAC,No,6,par,83)

④ 財務 諸 表 にお け る認 識 と測 定

SFAC第5号 で は,「 いか な る情 報 をいつ 財 務諸 表 に正 式 に記 載 す るべ きか

を判 断 す るた め の基 本 的 認 識 規準 」(SFAC ,No,5,par,1)が 提示 され て い

る。 同ス テ ー トメ ン トで提 示 された 基本 的認識 規準(以 下 たん に 「認 識規 準 」

とい う)は,定 義,測 定可 能性 ,目 的適 合性,信 頼性 の4つ で あ る。

これ ら認 識 規 準 の うち ,定 義 はSFAC第6号 で 提示 され た財 務 諸 表要 素 の

定義 で あ り,目 的適 合 性 と信 頼 性 はSFAC第2号 で 提 示 され た 「意 思決 定 に
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固有 の基本 的特 徴 」 と して の 目的適合 性 と信 頼性 で あ る。 また,測 定 可 能性 は,

「当該 項 目が十 分 な信 頼 性 を もって測 定で きる 目的適 合 的 な属性 を有 す るこ と」

(SFAC,No.5,par.63)と され て い る。 つ ま り,SFAC第5号 にお い て は,

先 行 のSFACで 提 示 され た諸 概 念 を集 大成 す るか た ちで,認 識規 準 が 提 示 さ

れ て い るの であ る。

た だ し,SFAC第5号 は,「 異 な る属 性 が 〔資 産 お よび負 債 の 測定 実 務 にお

い て〕 引続 き使 用 され る よ う提 案 」(SFAC.No.5,par.70)す る と述 べ る に

と どま り,そ れ 以 上 の踏 み込 ん だ提 案 は お こ な って い な い 。 ちなみ に,同 ス

テー トメ ン トは,現 行 実務 にお い て使 用 され てい る資 産 お よび負債 の属 性 と し

て,以 下 の5つ を列挙 してい る(SFAC,No.5,par.67)。

(a)歴 史 的原価(歴 史 的受領 額)

資産 を取 得 す るた め に支払 つた現 金 ま た は現 金等 価 物 の額 で,通 常,取 得

後 の償 却 費 また はそ の他 の配 分額 に も とづい て修 正 され た金額

(b)現 在 原 価

同一 また は同等 の 資産 を現 在,取 得 す る とす れ ば支払 わ な くて はな らない

現金 また は現 金等 価 物 の額

(c)現 在 市 場価 値

通 常 の清 算 にお い て資 産 を販 売 す る こ とに よ って獲 得 で きる現金 ま たは現

金 等価 物 の額

(d)正 味 実現 可 能(決 済)価 値

正 常 な営 業過程 に おい て資産 が転 換 さ れ る と期待 され る現 金 また は現金 等

価 物 の名 目額 か ら,当 該転 換 をお こな うの に必要 な直接 費 を控 除 した金 額

(e>将 来 キ ャ ッシ ュ ・フロー の現在 価値(な い し割引価 値 〉

正 常 な 営 業 過 程 に お い て 資 産 が 転 換 さ れ る と期 待 され る将 来 の キ ャ ッ

シ ュ ・イ ンフ ローの現 在価 値 また は割 引価 値 か ら,当 該 キ ャ ッシ ュ ・イ ン

フ ロー を獲得 す るの に必要 な キ ャ ッシ ュ ・ア ウ トフ ロー の現 在価 値 を控 除

した額
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(3)!J、 非舌

以 上 を要 す る に,概 念 フ レー ム ワー クにお いて は ,〔1〕 まず,意 思 決 定一有

用性 ア プロー チ に もとづ い て財 務 報告 の 目的 な らびに会 計情 報 の質 的特 徴 が提

示 され,〔2〕 つづ いて,「 資 産=将 来 の経 済的 便 益」 説 の観 点か ら
,財 務諸 表

要 素 の定義 が演 繹 的 に提示 され,〔3〕 しか るのち に ,会 計 情報 の質的 特徴 と定

義 を総 合 す るか た ちで,認 識規 準 が提 示 されて い るので あ る'ω
。

以 上 にみ る よ う な概 念 フ レー ム ワー ク を指 針 とす る こ と に よ って
,FASB

は 「可能 な限 り中立 的 な観 点か ら,意 思 決 定 の さい に有益 な情 報 を提 供 で きる

よ うな基 準 設 定」1qを実 践 しよ うと した ので あ る。す なわ ち,1970年 代 の 「会

計 の政 治化 」 を克服 す るた め には,そ う した 「中立 的」 か つ 「概 念 的」 な会 計

基準 設定 の実践(す なわ ち ピー ス ミー ル ・ア プローチ か ら概念 的 アプ ロー チへ

の会 計 基 準 設 定 方 式 の 転 換)が ,FASBの 避 けて とおれ な い 課 題 と され た の

で あ った 。

と同時 に,概 念 フ レー ム ワー ク(よ り正確 にい えぼ 当該 フ レー ム ワー クに お

け る指 導 的会 計 観 と して の資産 負債 アプ ローチ)に も とつ く会計 基準 の設 定 を

つ う じて ,「 記 録 に重 点 を おか ない考 え方 」12}が規 制 思 考 の主 流 とな り
,「 会 計

の情 報化 ・空 洞 化」13)が進 展 した こ とに も留 意 して お く必要 が あろ う
。

IVFASB会 計基準への批判の高ま り

と こ ろ が,FASBの 概 念 フ レ ー ム ワ ー ク ・ プ ロ ジ ェ ク ト は
,そ の 形 成 過 程

に お い て 実 務 界 か ら の 強 い 反 発 ・抵 抗 を 受 け る こ と に な っ た
。 そ の 結 果,当 該

フ レ ー ム ワ ー ク は,当 初 の 期 待 と は う ら は ら に
,妥 協 の 産 物 と し て の 性 格 を 次

10)概 念 フ レーム ワー クに関 す る以上 の叙述 は,拙 稿 「会計 原則 設定 史 か らみ たFASB概 念 。
レーム ワー クの諸特徴 」 「産業経理」 第53巻 第1号

,1993年,83-85ペ ー ジを要約 した ものであ る.
11)デ ニ ス ・R・ ベ レス フ ォ「 ド 「米 国 の会計基 準 設定 プ ロセ スの概観 とFASBプ ロ ジ

ェ ク トの
現 状」 「JICPAジ ャーナ ル』 第459号 ,1993年10月,30ペ ー ジ。

12)井 尻雄 士 「アメ リカ会計 の発 展事 情一 政治 の中で育 つ会 計の道一 」 「会計 』 第125巻 第1号
.1984年ユ月

,120ペ ー ジ。

ユ3)安 藤 難 「簿記 および会計 の空洞イヒ」新井清 光編r企 業会計 原則 の形成 と展 開仲 央経 鮒
,ユ989年

,166-168ペ ー ジ。
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第 に深 め,あ るい はむ しろ,「 会計 の政 治化 」 を助長 す る こ とに もな っ たの で

あ る1%

しか し,問 題 は これ に尽 きる もので は なか った 。 とい うの は,以 上 に 見 る よ

うな事 態 の展 開 の もとで,FASB会 計 基 準 に た いす る次 の よ うな 批 判,す な

わ ち,FASB会 計 基準 は あ ま りに も数が 多 く,ま た あ ま りに も内容 が 複雑 で

あ る た め に,FASB会 計 基 準 に準 拠 す る コス トが あ ま りに も高 く,そ れ に 見

合 うベ ネフ ィ ッ トが得 られ ない とい う批 判 が,近 年(と りわ け1980年 代 後半 以

降),実 務 界 か らさか ん に なされ る よ うに な った か らで あ る。FASB会 計基 準

の過重 負担 問題が これで あ る。

か か る批 判 がFASBに 向 け られ る よ うに な っ た とい う事 実 は,パ ブ リ ッ

ク ・セ クター に よる直接 的 な会 計規 制が もはや 現 実的 な 「脅威 」 で は な くな っ

た とい う事 実 と表 裏 の 関係 にあ る。そ れ は また同 時 に,会 計 基準 設定 機 関 と し

てのFASBの 権 威 が,1980年 代 前 半 まで とは比 較 に な らな い ほ ど低 下 した こ

とを示 す もの で もあ る。 実務 界(す なわ ち 産 業 界 と会 計 事 務所)は,FASB

へ の 拠 出金 の 削 減 とい うか た ちで,FASBの 会計 基 準 設 定 活 動 に公 然 と圧 力

を くわ えは じめ てい る。FASBに 付 与 され た 「独 立 性.1の 限界(な い し本 質)

を,こ こに見 る こ とが で きるで あ ろ う。

以 上 の こ とか ら,実 務界 の 新 た な負 担 を招 来 す る よ うな会計 基準 をFASB

が設 定 す る ことは,今 後 ます ます 困難 に な ってい くもの と予 想 され てい る陶。

VFASBの 国際的影響 力の増大

ア メ リ カ 国 内 で の 批 判 の 高 ま り と は 対 照 的 に,国 際 会 計 基 準 設 定 の 分 野 で は,

FASBの 影 響 力 は 着 実 に 強 ま り つ つ あ る 。 と り わ け,FASBの メ ン バ ー が 国

14)た とえ ば,SECチ ー フ ・ア カ ウ ン タ ン トのW,P,Schuetzeは,「FASBの 定 義 は,あ ま りに も

複 雑 で,抽 象 的 で,非 完 結 的 で,包 括 的 で,曖 昧 な の で,わ れ わ れ は 問 題 解 決 の た め に これ を活

用 す る こ とが で きな い 」(W.P.Schuetze,"WhatisanAsset?",AccountingHorizons,Vol,7,

No.3,September1993,p,67)と 批 判 して い る。

15)大 塚 成 男 「FASBの 現 状 に 関 す る 一 考 察 」 「JICPAジ ャ ー ナ ル』 第439号,1992年2月,40-41

ペ ー ジ。
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際会 計 基 準 委 員会(IASC)の 諮 問 グ ルー プ に参 加 す る よ うに な った1988年 以

降,そ の影 響 力 の増 大 に は 目をみ はる もの が あ る。IASCは1989年 に ,FASB

の概 念 フ レー ム ワー ク に酷 似 した 「財 務 諸 表 の作 成 と表 示 の た め の フ レー ム

ワー ク」(FrameworkforthePreparationandPresentationofFinancial

Statements)を 公 表 した が,こ れ はIASCに お け るFASBの 影響 力 の増 大 を

物 語 る象 徴 的 な事例 とい え よ う。

FASB当 局 者 に よ れ ぽ ,国 際 会 計基 準 設 定 活 動 へ のFASBの 関与 は,「 米

国 の基準 を他 の国 々 に押 しつ け る こ と」15)を目的 と した もの で は な く
,「 会 計 基

準 の統 一 化 へ の よ り有 効 な,ま た 友好 的 な環 境 を作 り上 げ る こ と」'ア〕を 目的 と

した もの であ る とさ れ て い る。 とは い え ,FASBの そ う した 関与 をつ う じて,

「米 国 の基 準 は,世 界各 国 の会計 基 準 の 中で も最 も優 秀 な部類 に属 す る もの」18)

とい う評 価 が.各 国.の会 計 専 門家 の間 に広 く浸透 ・定 着 して い く とすれ ば
,

FASB当 局 者 の 主観 的 意 図 はさ てお き ,事 実 の 問題 として は,「 米 国 の基 準」

の 国際 基準 化 が さ らにい っそ う促進 され る結果 とな ろ う。

事 実,FASB会 計 基 準 の遵 守 とい う過重 負 担 を 課 さ れ た ア メ リカ 産業 界 か

らは,ア メ リカ基準 と国 際基 準 の イ コー ル ・プ ッデ ィング を求 め る強 い要 求 が

寄 せ られ て い る。 そ して,FASBは,ア メ リカ産 業 界 の か か る要 求 を
,国 際

会計 基 準 設定 活動 へ の積 極 的 な関与 をつ う じて満 たそ う と して い る といわ れ て

い る19】。 既述 の よ うな閉 塞 した 国 内状況 の もとで そ の存 在 理 由 を主 張 し続 け る

ため に は,国 際 会 計基準 設 定 活動 に お け る影 響力 の拡 大 とい う道 を選択 す る以

外 に,FASBに 残 され た道 はなか った のか も しれ ない。

.ユ6)「 特 別 座 談 会;会 計 基 準 の 国 際 的 調 和 一 ペ レス フ ォー ドFASB会 長 を 囲 ん で 一 」 『JICPA

ジ ・ 一 ナ ル』 第459号 ・1993年1明 ,18ペ ー ジ に お け る,ベ レ ス フ ・一 ドFASB会 長(当 時)の

発 言 。

17)同 上 座 談 会,18ペ ー ジ に お け る,ペ レス フ ォー ドFASB会 長(当 時)の 発 言 。

ユ8)同 上 座 談 会 .18ペ ー ジ に お け る,藤 沼 亜 起 ・日本 公 認 会 計 士 協 会 常 務 理 事(国 際担 当 ・当 時)

の 発 言 。

19>大 塚,前 掲 論 文 ,4ユ ベ ー ジ。
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VIむ す び に か えて

周知 の ように,わ が国の財 務会計 制度 においては,商 法 会計 く商法計 算規

定)と 証取法会計(企 業会計原則)が 並存 してい る。そ して,両 者 は,長 い対

立時代 を経たのち,現 在で は,可 能なか ぎ りの調整 をほぼ終 えてい る。 しか し,

国際会計基準(IAS)の 導入をつ うじて,ア メ リカにお ける概念 フ レームワー

クの影響がわが国の財務会計制度に もお よぶ とすれば,両 者は再び対立 関係 に

陥る可能性が きわめて高い。

そ うなれば,両 者 の関係の見直 し(あ るい は再調整)が 必要 にな って くるで

あろ うし,ま たその過程で,従 来 の 「商法優先主義(体 制)」20,の再検討が避け

て とおれ ない重要な課題 の一つ とな って くるであろ う。

とはいえ,こ れを単純 に,企 業会計(企 業会計原則)の 「復権」 の兆候 と受

け取 ることは許されまい。なぜならば,本 稿 で見て きた ように,ア メリカにお

ける概念 フ レームワー クは,企 業会計(企 業会計原則)が かつて 自らの範 とし

た アメ リカの伝統的会計 のフ レーム ワー ク とは著 し く様相 を異 にす る もの と

なって い るか らで あ る。 「調整」 とい うことで いえぼ,概 念 フ レー ム ワー ク

(あ るいはその影響 を強 くうけたIAS)と の 「調整」 は,商 法会計 との調整以

上 に,複 雑で深刻な問題 を,企 業会計(企 業会計原則)に 投 げかけることにな

るであろう。

そうであ るがゆえに,今 後 とも引続 き,ア メリカにお ける概念 フレー ムワー

クの現状 と動 向を注視 し,そ の本質理解 に努め るこ とが,わ が国の会計人 に

とって必要不可欠の課題 とな るのであ る。

20)日 本 会計研 究学 会特別 委員 会報告(委 員 長 ・新井 清光 早稲 田大学教 授)r企 業 会計 原則 と商法

計算規定 』1986-1987年 度,1ペ ー ジ。


